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衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
平
成
二
十
二
年
度
高
速
道
路
無
料
化
社
会
実
験
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
お
い
て
、
高
速
道
路
（
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平

成
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
料
化
社
会
実
験
（
以

下
「
社
会
実
験
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
と
し
て
千
五
百
億
円
を
計
上
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
予
算
編
成
過
程
を
通
じ
て
、
政
府
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
速
道
路
の
料
金
（
道
路
整
備
特

別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
料
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
原
則
と
し
て
無

料
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
社
会
実
験
を
通
じ
て
、
地
域
経
済
へ
の
効
果
、
渋
滞
や
環
境
へ
の
影
響
、
他
の
交
通
機
関
へ

の
影
響
等
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
総
合
的
に
検
証
し
た
上
で
、
段
階
的
に
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
平
成
二
十
二
年
度
の
社
会
実
験
の
対
象
区
間
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月

二
日
に
国
土
交
通
省
が
発
表
し
た
「
平
成
二
十
二
年
度
高
速
道
路
無
料
化
社
会
実
験
計
画
（
案
）
」
に
お
い
て
示
し
た
と
お

り
、
首
都
高
速
道
路
、
阪
神
高
速
道
路
を
除
く
高
速
道
路
で
あ
る
か
否
か
、
各
区
間
に
係
る
休
日
上
限
千
円
に
よ
る
渋
滞
発

一



生
頻
度
、
他
の
交
通
機
関
へ
の
影
響
、
高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
選
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
度
の
社
会
実
験
に
係
る
予
算
に
つ
い
て
は
、
予
算
編
成
過
程
を
通
じ
て
政
府
と
し
て
決
定
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
そ
の
対
象
区
間
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
の
社
会
実
験
に
お
け
る
地
域
経
済
へ
の
効
果
、
渋
滞
や

環
境
へ
の
影
響
、
他
の
交
通
機
関
へ
の
影
響
等
の
検
証
結
果
や
地
域
の
意
見
・
要
望
等
も
踏
ま
え
て
、
検
討
を
行
う
こ
と
と

し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

今
後
の
料
金
の
割
引
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
九
日
に
国
土
交
通
省
が
発
表
し
た
「
高
速
道
路
の
再

検
証
結
果
と
新
た
な
料
金
割
引
」
等
を
踏
ま
え
、
政
府
・
与
党
の
連
携
の
下
で
、
総
合
的
に
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

二


